
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
一
号

徳
島
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
三
年
三
月
十
二
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

香

川

征

徳
島
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
九
の
財
務
関
係
事
項
の
そ
の
二
支
出
負
担
行
為
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

そ
の
二

支
出
負
担
行
為

区

分

病
院
事
業
管
理
者

病
院
局
長

課

長

一

収
益
的
支
出

１

給
料

２

手
当

３

報
酬

全

額

４

法
定
福
利
費

５

退
職
給
付
費

６

薬
品
費

７

診
療
材
料
費

８

給
食
材
料
費

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

９

医
療
消
耗
備
品
費

厚
生
福
利
費

10

報
償
費

11

全

額

旅
費
交
通
費

12

職
員
被
服
費

13



消
耗
品
費

14

消
耗
備
品
費

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

15

光
熱
水
費

16

燃
料
費

17

食
糧
費

十
万
円
以
上

十
万
円
未
満

18

印
刷
製
本
費

19

修
繕
費

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

20

保
険
料

21

賃
借
料

三
千
万
円
以
上

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

22

通
信
運
搬
費

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

23

委
託
料

三
千
万
円
以
上

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

24

諸
会
費

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

25

交
際
費

十
万
円
以
上

十
万
円
未
満

26

雑
費

三
千
万
円
以
上

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

27

研
究
材
料
費

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

28

謝
金

全

額

29

図
書
費

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

30

旅
費

全

額

31

研
究
雑
費

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

32

企
業
債
利
息

33



長
期
借
入
金
利
息

34

五
千
万
円
以
上

五
千
万
円
未
満

一
時
借
入
金
利
息

35

そ
の
他
利
息

36

企
業
債
手
数
料
及
び
取
扱

37
諸
費

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

患
者
外
給
食
材
料
費

38

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

全

額

39

そ
の
他
雑
損
失

三
千
万
円
以
上

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

40

特
別
損
失

五
百
万
円
以
上

五
百
万
円
未
満

41
二

資
本
的
支
出

１

請
負
工
事
費

一
億
円
以
上

三
千
万
円
以
上

三
千
万
円
未
満

２

設
計
委
託
料

二
千
万
円
以
上

二
千
万
円
未
満

３

事
務
費

４

企
業
債
利
息

５

医
療
器
械
購
入
費

６

備
品
購
入
費

７

車
両
購
入
費

三
千
万
円
以
上

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

８

用
地
購
入
費

９

建
物
購
入
費

リ
ー
ス
資
産
購
入
費

10



無
形
固
定
資
産
購
入
費

11

企
業
債
償
還
金

12

長
期
借
入
金
償
還
金

五
千
万
円
以
上

五
千
万
円
未
満

13

短
期
借
入
金
償
還
金

14
三

固
定
負
債
（
勘
定
科
目
）

１

退
職
給
付
引
当
金

全

額

四

流
動
負
債
（
勘
定
科
目
）

１

一
時
借
入
金

五
億
円
を
超
え
る

五
億
円
以
下

も
の

２

賞
与
引
当
金

全

額

３

法
定
福
利
費
引
当
金

全

額

備
考一

こ
の
表
中
の
金
額
は
、
一
件
当
た
り
の
予
定
価
額
又
は
契
約
金
額
を
い
う
。

二

支
出
負
担
行
為
の
決
裁
後
に
、
支
出
負
担
行
為
の
変
更
又
は
取
消
し
を
行
う
場
合
に
は
、
取
消

し
の
場
合
及
び
変
更
後
の
支
出
負
担
行
為
の
金
額
が
当
初
の
決
裁
金
額
よ
り
減
少
す
る
こ
と
と
な

る
と
き
は
当
初
の
決
裁
権
者
が
決
裁
す
る
も
の
と
し
、
変
更
後
の
支
出
負
担
行
為
の
金
額
が
当
初

の
決
裁
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
そ
の
金
額
に
対
応
す
る
決
裁
権
者
の
決
裁
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

支
出
負
担
行
為
の
変
更
又
は
取
消
し
に
付
随
し
て
生
ず
る
返
還
、
相
殺
等
に
関
す
る
事
務
の
処

理
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
る
決
裁
権
者
の
区
分
に
よ
り
、
決
裁
を
す
る
も
の
と
す
る
。

四

支
出
負
担
行
為
の
事
前
決
裁
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
決
裁
区
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
を

適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
三
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。


